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地域防災計画の充実に向けた今後の対応 

 

平成２５年９月３日 

原 子 力 防 災 会 議 

 

１．現状等 

防災基本計画及び原子力災害対策指針に基づく新しい

枠組に基づき、原子力発電所から概ね半径３０km圏内の

自治体による地域防災計画（原子力災害対策編）の策定

が進んでいる。 

地域防災計画は、内容の具体性や実効性が重要であり、

避難計画や要援護者対策の具体化等を進めるに当たって、

自治体のみでは解決が困難な対策について、国の積極的

な支援が期待されている。 

 

２．今後の対応  

  政府を挙げて地域の防災計画の充実化を支援すること

とし、原子力防災会議及び内閣府原子力災害対策担当室

を中心に以下の取組を行う。 

 

（１）内閣府原子力災害対策担当室は、原子力発電所の所

在する地域毎に、課題解決のためのワーキングチーム

を速やかに設置し、関係省庁とともに、関係道府県・

市町村の地域防災計画・避難計画の充実化を支援する。 

 

（２）原子力防災会議及び同幹事会において、地域防災計

画・避難計画等の充実化の内容・進捗を順次確認する。 


